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仕様書 

 

 

１．業務名  宮古島市地域内経済循環推進業務 

 

２．目的 

宮古島市においては、食料などの資源を市外から調達していることに伴って、地域経済の流出が

生じていることから、食の地産地消などの取り組みを通じて、地域内経済循環づくりに取り組んで

いる。多くの市民や事業者とともに、こうした地域内経済循環づくりに取り組んでいくためには、

本市の経済や産業の構造を把握した上で、そこから見えてくる課題や地産地消による効果を市民や

事業者と共有し、経済循環づくりに向けた取り組みを促していくことが重要である。このため、本

市の産業構造や経済状況を把握し、経済の「漏れ穴」を分析した上で、市の政策・事業の効果を客

観的に評価する仕組みを継続的に回していくことが必要となる。 

令和４年度においては、本市独自の産業連関表を作成し、令和５年度には、産業連関表のデータ

を活用したワークショップ等を開催するとともに、産業連関分析を政策立案に活用するため、市職

員を対象として、産業連関表の読み解き方や活用方法について研修を行った。 

令和６年度以降においては、産業連関表によって把握できるマクロな経済・産業構造の状況につ

いて、引き続き、広く市民や事業者に分かりやすく共有し、経済循環の重要性の理解を広めるとと

もに、産業連関表では把握することが難しい個別の取り組みによる効果を把握するための新たな調

査の実施と調査・分析手法の確立に向けて、必要な事項に取り組むものとする。 

 

３．委託期間  委託契約締結日の翌日～令和７年２月28日 

 

４．業務内容 

「２．目的」を達成するため、本市においては、数年をかけて分析手法の確立とプロジェクトを

生み出していく仕組みづくり、継続的な運営体制の構築を目指すものとする。 

令和６年度の委託業務においては、目的に沿って以下の取り組みを実施する。 

（１）産業連関表による分析結果の共有 

産業連関表により把握可能なマクロな本市の経済状況について、市民や事業者に分かりや

すく説明できる資料を作成し、経済循環に対する理解を深めるための場（説明会またはフォ

ーラム等）を開催する。 

（２）経済循環効果把握のための新たな調査の実施 

産業連関表によるマクロな分析とは別途、市の政策や事業者の活動による経済循環効果に

関する新たな調査を行う。市が実施する地産地消関連事業の政策効果や事業者による販売額

あたりの効果などを算出することを想定する。調査については、市内事業者から調査協力を

得ることが必要であり、そのためには本事業の目的や内容に関する理解を深めるための丁寧

な取り組みが必要となる。このため、本業務においては、調査に向けて必要な準備も含めて

実施するものとする。なお、調査にもとづく分析及び結果の取りまとめについては、翌年度

にまたがることも想定する。 
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（３）調査の推進体制づくり 

調査・分析を将来にわたって継続的に実施していくためには、データ収集の実務を地域内

の人材が担っていくことが重要であり、そのため、市内の関係機関等と連携した推進体制を

構築する必要がある。経済関係団体や各種学校などと連携するための会議開催や会議資料の

作成等を行う。 

また、調査の実施担当者向けに、調査に必要なスキル習得のための研修等を実施する。 

（４）調査・分析を継続する仕組みづくり 

調査・分析によって地域経済循環の状況や取り組みによる効果を把握し続ける仕組みづく

りに向けて、具体的な方策を検討する。例としては、事業者等がデータを入力するフォーマ

ットづくりやデータ入力を促す仕組み、表彰や認定等を含む制度づくりなどが挙げられる。 

（５）次年度に向けた課題整理と報告書作成 

令和６年度の取り組み状況を踏まえ、成果と次年度に向けた課題について整理し、業務期

間内に市の幹部職員に対して報告するとともに、令和６年度の報告書を作成し提出する。 

 

５．成果物 

成果物としては、印刷物の報告書2部及び電子媒体の報告書1部を提出すること。 

※報告書は、原則市のホームページで公開することを想定しているが、公開によって不利益が生

じる恐れのある情報（個人・法人の情報等）が含まれる場合には、市との協議を踏まえ、公開

用の報告書を別途作成するものとする。 

 

６．知的財産の取扱い 

 委託業務により生じた著作権等の知的財産権は、原則として委託元である宮古島市に帰属する。た

だし、受託者は、宮古島市の承諾を得て、成果を活用できるものとする。 

 納品物の情報については、調査業務後に様々な形で活用する可能性があるため、第三者の情報を活

用する場合には、全ての情報の出典元または著作者及び使用許諾の有無について明記すること。 

 

７．その他留意事項 

（１）委託業務の対象経費は、次のとおりとする。 

①人件費 

②直接経費（報償費、旅費、消耗品費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、使用料

及び賃借料、再委託費、その他必要と認められる費目） 

③一般管理費（原則として（人件費＋直接経費－（再委託費＋外注費））の 10％以内とし、合

理的・客観的に必要性を示すことができる場合に限り、10％を超えた比率について、

協議に応じる。 

④消費税 

（２）本業務は、概算契約にて実施する。 

（３）実績報告書に添付する証憑書類は、原則として以下のとおりとし（原則写しを添付）、費目ご

との総括表、インデックス等を含めてファイルに綴じて提出するものとする。例外的な取扱

いをする場合もあるため、詳細については市担当者と確認して提出するものとする。 
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①人件費：人件費単価を証明する書類、職員の稼働時間・業務内容が分かる業務日誌 

②報償費：単価の根拠、依頼内容、実施結果（時間・内容）、支払いを証明する書類 

③旅費：旅費規程（ある場合）、出張命令簿・報告書（内容が分かる書類）、航空運賃に関す

る書類（旅程が分かるもの（チケットの写し等）、搭乗したことが分かるもの（半券ま

たは搭乗証明書等）、支払いを証明する書類（領収書等））、宿泊に関する書類（領収

書等）、その他交通費に関する書類（領収書またはウェブ等で運賃の確認できる画面コ

ピー等、例えば自宅から空港までの交通費等については対象になるか事前に確認するこ

と）、その他必要な書類。※旅費規程がない場合は、市の旅費規程に基づく。 

④再委託費・外注費：業務内容が分かる書類（仕様書）、業者選定に関する書類（見積合わせ、

選定理由書等）、契約に関する書類（契約書、発注書・請書等）、業務完了が分かる書

類、検収に関する書類（再委託の場合には再委託先が支出した経費の確認も行うこと）、

請求に関する書類、支払いを証明する書類 

④その他の経費：必要性を示す書類（理由書、使用目的が分かる書類等）、支払いを証明する

書類（金額や費目によっては、追加的に書類を求める場合があるため、契約時に確認す

ること） 

（３）受託者は、業務の遂行にあたって、委託者と緊密な連携をもって行わなければならない。 

（４）本業務の契約にあたっては、企画提案の採択後、契約に向けた協議を行い、本仕様書と企画提

案内容を踏まえて、実際の業務内容を確定する。 

 

以上 


